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１．宜野湾市の
概要

・ 宜野湾市人口

  100,243人（R8.1月現在）

・ 宜野湾市面積

   19.8㎢

・ 普天間飛行場面積

   4.758㎢（市域面積の約24％）

（キャンプ瑞慶覧 約1.063㎢を含めると、

市域面積の約29％）
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普天間飛行場は、まちのど真ん中に位置しており、
航空機事故の危険性や騒音被害等、基地から派
生する被害により、市民生活に深刻な影響を及ぼ
していることに加え、効率的なまちづくりを進める上
での阻害要因となっています。

今年は返還合意から30年。返還合意の原点は「危
険性の除去及び基地負担軽減」であり、一日も早
い閉鎖・返還と速やかな運用停止、返還までの間
の危険性の除去など、あらゆる方策を講じることを
強く求めていきます。
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２．これまでの取組経緯
「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 平成8年12月

「今後５年乃至７年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する」と合意

「普天間飛行場跡地利用基本方針」策定（沖縄県・宜野湾市） 平成18年2月

「日米安全保障協議委員会」（「2＋2」） 平成18年5月

「在日米軍再編協議最終報告（日米ロードマップ）において、普天間飛行場代替施設の建設は2014年までの完成を
目標とすることを合意

普天間飛行場移設・移転の2014年の目標を見直し、出来る限り早く完了することを確認 平成23年6月

「全体計画の中間とりまとめ」策定（沖縄県・宜野湾市） 平成25年3月

「日米両政府による「統合計画」において、普天間飛行場の「2022年度またはその後」と返還時期を公表

           平成25年4月

「全体計画の中間とりまとめ（第２回）」策定（沖縄県・宜野湾市） 令和4年7月
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３．跡地利用計画に係る取組状況

（１）「全体計画のとりまとめ（第２回）」（令和4年）における配置方針図とイメージ図
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（２）跡地利用計画のイメージPV動画
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（３）普天間飛行場跡地利用計画策定に向けた検討体制

立入調査 文献調査県民フォーラム 県・市HP等で情報発信

【目的】
有識者、関係団体、地権者代表等から構成する推進
会議を設置し、跡地利用の計画への理解促進や考
え方の共有化を図り、幅広く意見聴取を行うとともに、
跡地利用に関する気運醸成に繋げていく。

【構成員】（22名）
(1)有識者（6名)
(2)各種団体代表（8名）
(3)市民代表（4名）
(4)地権者代表（3名）
(5)その他（1名）
※オブザーバーとして内閣府も参加

【事務局】
沖縄県／宜野湾市 ※公開

普天間飛行場跡地利用
推進会議

【目的】
検討課題に応じて有識者や地権者代表等から構
成する会議を設置し、跡地利用の計画内容の具
体化に向けた検討を行う。

（計画分野）
○環境づくり ○土地利用及び機能導入
○都市基盤整備 ○周辺市街地との連携
○合意形成及び情報発信

【構成員】(9名)
(1)有識者（7名）
(2)地権者代表(2名)

【事務局】
沖縄県／宜野湾市 ※非公開

普天間飛行場跡地利用計画策定
検討会議

反 映

「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」（県・宜野湾市／令和４年７月）の役割

跡地利用関係者（県民・市民・
地権者等）との合意形成の促進

県内外に向けた
「跡地利用情報」の発信 今後の計画づくりの推進

令和４年度～ 令和５年度～



（４）普天間飛行場跡地利用計画策定に向けた現在の取組内容
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（５）地権者・市民・県民の意向醸成の取組
様々なイベントや意見交換の場等を通じ、若い世代や多種・多様な世代の人材探し・人
材育成等を進めながら、将来を担う市民等組織の強化・活動の活性化等、意向醸成を
図りながら跡地への機運を高める取組を進めています。

・地権者勉強会
・市内小学校出前講座・
・大学とのコラボ企画講座
・市内各種団体との意見交換会
・パネル展 など
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４．駐留軍用地先行取得に関する取組

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の
推進に関する特別措置法」

（特定事業の見通し）
第十三条 沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事
あっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄
県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法第
十一条第一項各号に掲げる施設又は土地収用法第三条に掲
げるものに関する事業であって、当該特定駐留軍用地の返還
後の跡地においてその実施を予定し、かつ、その実施に必要
な当該特定駐留軍用地内の土地の先行取得を早期に行うこ
とがその跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するものの
見通しを定めることができる。
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《普天間飛行場》
特定事業の見通し
小学校、中学校、幼稚園、児童館、市役所庁舎、

消防施設、教育文化施設及び公民館等、スポーツ施設

取得目標面積：28.8ha 

これまでの実績（平成25年度～令和7年度）

・取得面積：19.75ha（目標に対する割合68.6％）

・取得額 ：約125億円
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土地の先行取得の買取単価

普天間飛行場（令和７年度）

宅地 ８３，１００円/㎡（軍用地料の約40倍）

宅地見込み ７２，８００円/㎡（軍用地料の約40倍）

市または県に土地を売却する場合の税制上の特別措置

土地の売却で得た所得（譲渡所得）にかかる税金の算定

について、最高５千万円まで控除が受けられます。
 ※国の指定を受けた特定駐留軍用地を売却する場合、「申出」または「届出」が必要で
す。詳しくは市または県にお問い合わせください。
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５．跡地利用計画策定に向けた今後のスケジュール（案）



15

６．GW2050ＰＲＯＪＥＣＴＳ推進協議会ヘの参画
（ゲートウェイニセンゴジュウプロジェクト）



16



17

７．西普天間住宅地区跡地について

〇地区の概要
・平成26年１月 拠点返還地指定

（県内初）
・平成27年３月 返還
・平成30年３月 地権者へ土地の

引き渡し
・令和７年１月 琉球大学病院

開院
・令和７年２月 市道喜友名23号

供用開始
・令和７年４月 琉球大学医学部

開学

返還前の様子（Ｈ２７年３月） 西普天間住宅地区跡地の位置図

市道喜友名２３号（Ｒ７年２月） 現在のまちづくりの様子
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８．「普天間未来基金」について

駐留軍用地の返還後の跡地利用の推進に

向けて、将来の財政需要に備えるとともに、

返還後の跡地利用を見据えた取組み及び

本市の未来を担う人材の育成等のため、

普天間未来基金を平成29年に創設しました。
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〈活用事例〉
✓子どもの学習・生活支援事業（通塾支援）

✓中学生短期海外留学派遣事業 など

〈寄附事例〉
✓高校生より文化祭での売上金の

贈呈
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ご清聴ありがとうございました。

宜野湾市長 佐喜眞淳

「普天間未来基金」は、寄附金とふるさと納税で成り立って

います。

普天間飛行場の跡地の未来と、その未来を担う子どもたち

へのご支援をよろしくお願いいたします。
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